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平成27年4月新設予定から逆算すると、
遅くとも半年前には基準（条例）に基づく
審査業務を開始する必要がある。

半年前に認可審査に入るためには、
6月開催の第２回定例会で議決され
る必要がある。

▼立案依頼

第２回定例会に付議するには、4月
初旬に部会で、5月上旬に親会で、
条例案の了承を得る必要がある。
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